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1. はじめに

責任保険とは、「法律上の損害賠償責任」を負担す

ることによって被る損害を補償する保険である。この

「法律上の損害賠償責任」には、不法行為責任、債務

不履行責任、瑕疵担保責任など、民法、商法、その他

一切の法律に規定されている損害賠償責任が含まれる。

その中でも主となるものは民法第 709 条に規定する

「不法行為責任」1 であり、故意または過失によって他

人の権利を侵害する行為（不法行為）で生じた損害に

ついて、加害者は賠償責任を負うとしている。責任保

険の対象リスクは、第三者への賠償責任である。この

第三者賠償責任は、被保険者の責任が原因となる不慮

の責任事故によって生じる多額の金銭支払いリスクで

ある。しかし、加害者になりうる可能性が高い被保険

者、そして社会的に批判される側のリスクを保険会社

が引き受けることは、社会的公正さに欠けるようにも

見受けられるが、被害者救済や被害者の損失に対して

迅速に賠償金を支払うことで、被害者は直接的に経済

的補償を受けている。その意味で、第三者賠償責任は

責任保険制度の存在によって、加害者（被保険者）と

被害者の両方にとって、有効な補償制度であるといえ

る。大量生産、大量消費の社会において、消費者の利

便性が向上したものの、リスクの複雑化が顕在化する

ことによって、社会的コストの上昇をもたらす可能性

がある。

保険の発展の歴史を遡ってみると、その第 1段階は、

伝統的な海上保険および火災保険の普及による損害保

険市場の成長である。第 2段階は、生命保険の普及で

あり、その市場規模は損害保険市場よりはるかに大

きい。そして、第 3 段階の発展は、責任保険の普及

である考えられる。保険は資本主義の産物であり、市

場経済を前提とする。したがって、高度に発展してい

く市場経済のニーズに合わせた新たな保険商品の設計

が求められる。とくに、経済のグローバル化にともな

い、企業活動が国境を越えて活発になっている今日、

責任保険の必要性がつとに増して高まっているといえ

る。

本稿では、責任保険の社会経済的機能に着目しなが

ら、中国の責任保険市場に焦点を当てることとする。

論文の構成は次のとおりである。第 2章では、普遍的

な視点から責任保険の構造的特徴に着目し、責任保険

の社会経済的機能について考察することを通じて、現

代経済システムにおけるその必要性と重要性を再確認

する。さらに、企業の事業活動における責任保険の役

割と機能を検討する。第 3章では、中国の責任保険市

場の現状をサーベイし、その発展プロセスにおける市

場の特徴や問題点を明らかにする。第 4章では、責任

保険の普及に関する一般的考察をふまえながら、中国

の責任保険市場の諸課題を分析し、その対応改善策を

探りながら検討していくこととする。
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2. 責任保険の特徴と機能

2.1 対象リスクの多様性

保険の基本機能は、リスク移転にある。現代社会は

複雑な生産・消費構造を持っており、さらに 2000年

以降インターネットの普及によって、ネット社会化と

しつつある。従来の生産と消費の段階で起こりうるリ

スクと生命保険が網羅する生きるリスク・死ぬリスク

のほか、新たにインターネットの利用によるさまざま

なリスクが顕在化している 2。

このようなリスクの不確実性は、まさにリスクの普

遍性を意味している。誰かにいつ、どこで、どれほど

の頻度や規模で予想できない損失・損害が発生するか、

把握できないため、その発生は不確実である。たとえ

ば、経済活動の多様化・複雑化にともない、さまざま

な商品の使用などによる怪我や死亡事故などが発生す

るようになった。賠償責任リスクがさまざまな賠償責

任事故に潜んでいる 3。保険者である保険会社は、さ

まざまなリスクをともなう個人の行動の中で発生した

保険事故（ここでは保険契約内容に定めて賠償責任事

故を指す）による損害を賠償する。そして、被保険者

はあらかじめ確定した保険料を負担することで、その

行動にともなう不確実性をできるだけ小さくすること

ができる。科学技術の進歩は、我々の生活の利便性を

向上させる一方で、常に新たな賠償責任リスクの発生

の可能性を秘めている。

2.2 責任保険の経済的機能

責任保険は、万が一の事故が発生し第三者に死傷を

負わせたり、物品の損害など、被保険者が法律上の賠

償責任を負担する場合に保険金の支払いを行うことで

機能する。その他の保険と異なり、責任保険の仕組み

が複雑であり、普及には被保険者・保険者と第三者の

価値観や法的意識の相違が大きく影響しうる。責任保

険を利用することで、被保険者が被害者に対して賠償

責任を果たすことができるため、責任保険は間接的に

被害者の救済に機能する。したがたって、責任保険の

歴史は経済活動の活発化にともなって形成し、賠償責

任リスクの顕在化により企業の事業経営において、一

層重要視されるようになってきた。

加害者になりうる被保険者の責任保険利用は、合理

的であることはいうまでもない。しかし、その賠償責

任の限度額を設計する際に、いかに加害者たる被保険

者の過失責任ルールが制定されるかが肝心である。堀

田（1990b）は、「責任保険は、本来、被保険者が第

三者に対して法律上負うべき損害賠償責任について、

その加害者の金銭的損害を填補することを目的として

いる。したがって、ここで被保険者すなわち、当該事

故の加害者は賠償責任を負っていることが前提となっ

て、保険金が支払われることになる。すなわち、過失

基準を満たしていなかったことが司法当局によって判

定されたことになる。過失責任ルールでは、加害者は

過失基準に満たしている限り、賠償責任の義務から免

れる」と指摘している。したがって、責任保険におい

て、賠償責任リスクを幅広くカバーできる商品設計が

必要である。

一方で、責任保険を利用するかどうかという問題は、

加害者のリスク選好にも関わってくる。リスク回避的

である加害者は、自ら事前に責任保険に加入すること

を検討し、あらゆる不確実性による賠償責任リスクを

保険者に移転する意向が強い。しかし、危険回避的で

はない加害者は、自分の行動がもたらす不法行為によっ

て発生する賠償責任リスクを過少評価している側面が

強い。潜在的加害者が保険を利用することは、被害者

に対しては損害填補資力をより確実にすることにはな

る。したがって、潜在加害者が責任保険を利用でき、

しかも加入するならば、保険が効率的に運営される限

り、社会的に望ましい状態に導くことになる 4。

2.3 責任保険の社会的機能

責任保険が賠償責任の履行を通じて社会的コスト 5

を節約できることは、責任保険の社会的機能である。

また、被害者は法的手段によって自分の利益を守るこ

とができる。責任保険の当事者は、責任保険の保険金

を受け取る被害者、責任保険料の支払い義務を負う被

保険者たる加害者、そして責任保険事故が発生した後

に保険金の支払い義務を負っている保険会社である 6。

このような保険契約関係を共有する利害関係によって

三者が関わることは、社会的な見地から被害者救済が

実現できることの意義は大きく、被保険者も賠償責任

の履行にともなう経済的リスクを低減させることがで

きる。責任保険が機能することによって、社会的なコ

ストが低く抑えられることが可能となる 7。

責任保険は、加害者の賠償責任リスクを引き受ける

ことで、付随的な機能として、被害者救済となってい

るため、社会活動の安定化に大きく寄与するといえる。

すなわち公平性の観点から望ましい状態であるといえ

よう。責任保険がうまく機能するとすれば、多くの場

合に対立する関係にある賠償責任ルールが目標として

いる効率性と公平性を止揚させることも可能である。

責任保険の存在するところでは、潜在的加害者（＝被
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保険者）は、事前の定額かつ低額な保険料を負担する

ことによって、保険金額の範囲内で賠償責任を免除さ

れることになって、責任追及は形式的なものとなり、

現実的には事故責任者と損害負担者とは分離されるこ

とになるからである 8。

責任保険の社会的機能は、責任保険加入率の累積的

増加と経過的な普及の結果として現れる。とくに、賠

償責任ルールの選択にもとづき、賠償責任の履行を実

現するシステムの形成によって、二つの機能を内包す

ることとなる。1つ目は、保険会社の保険利益の実現

であり、それは大局的に民間保険会社が提供するリス

ク移転手段による社会的費用の低減を実現することと

なる。2つ目は、責任保険の公益性である。取引コス

トの最小化によって、資源配分の最適状態が実現でき

るならば、それは責任保険システムの存在によって可

能となる 9 ことを意味する。

3. 中国における責任保険市場の発展と諸問題

3.1 現状分析

中国の保険市場は今日、世界保険市場の上位 5位に

入るほど巨大な市場となっている。さらに、中国保険

市場は、持続的な経済成長を背景にもっとも潜在成長

性の高い保険市場としも注目されており、外資が積極

的に中国保険市場へ参入している。とくに、個人所得

の増加による保険ニーズが顕在化し、生命保険市場が

急拡大した。続いてモータリゼーションの到来により、

自動車保険の普及が進み、損害保険市場拡大の牽引役

となった。そのほか、企業活動の活発化にともない、

責任保険分野の潜在的ニーズが高まっている。しかし、

その他の保険と比べ、責任保険の構造は複雑であり、

一般的な保険商品の普及よりさらなる事業努力が必要

であり、中国の責任市場規模は依然小さい状態にあ

る。

1990 年代以降、改革開放経済政策の遂行を受け、

保険市場の対外開放が拡大し、多くの外国保険会社が

中国市場に参入したことにより、成熟市場で培われた

経験や専門知識が導入された。それまで中国国内で馴

染みのなかった専門職業賠償責任保険、医療過誤賠償

責任保険、会社役員（D&O）賠償責任保険、環境汚

染賠償責任保険などさまざまな新商品が徐々に中国に

紹介され始めた。しかし、外資系保険会社の多くは、

自社と保険契約関係のある（被保険者）一般企業が中

国市場へ進出の際に、顧客維持と契約保全、そして保

険会社自体の海外展開の足掛けとして、一般企業の海

外市場進出に合わせて積極的に海外保険市場へ進出す

る傾向が強い。その結果、外資系損害保険会社は本国

の企業向けの商品設計を継承するため、中国市場向け

の商品開発が遅れており、本格的な市場参入がまだ先

の話となっているケースが多い。したがって、外資系

損害保険会社の責任保険の全体的な市場占有率は依然

小さく、今後の事業展開が必要と考えられる。

発展の初期段階における中国責任保険の普及は、強

制加入の各種責任保険制度の導入によって、消費者の

賠償責任リスクへの認知を高めることが重要である。

中国経済の高度成長を受け、個人の可処分所得が増加

し、自動車の個人所有が一つの生活ステータスとなり

つつあることを背景に、トヨタや日産など世界最大手

の自動車メーカーが挙って中国国内にて自動車の生産

拠点を構え、中国の国産自動車メーカーとの熾烈な競

争を繰り広げた。しかし、道路状況や安全運転意識の

欠如などにより自動車事故が急増した結果、事故を引

き起こした加害者の賠償責任履行リスクや被害者の自

動車事故による傷害リスクが顕在化した。それを背景

に自動車保険のニーズが高まり、自動車保険の普及が

進んだ 10。責任保険分野としても、自動車事故強制責

任保険が主力保険の 1つとなっている。

図表 1で示しているように、中国における責任保険

市場の発展は、損害保険市場全体の発展と歩調を合わ

せるような形で市場規模が拡大している。損害保険市

場の平均成長率 16.7％に対して、責任保険市場の平

均前年度成長率は 16.5％である。損害保険市場に占

める責任保険市場の割合は 2000 年から 2013 までの

14年間のスパンでみても、ほぼ変わらず、3％台で推

移している。責任保険市場は発展しているものの、損

害保険市場全体に占める割合は依然低く、普及の余地

があることが窺える。

さらに、責任保険市場と損害保険市場発展の相関

性分析からわかるように、そこに非常に強い相関性

（0.996096）がみられる。つまり、責任保険の収入保
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図表 1 中国における責任保険市場の発展状況

出典：『中国保険年鑑』各年度版により、筆者作成。



険料の増加と損害保険収入保険料の増加において、線

形相関性が存在する（図表 2を参照）。

なお、回帰分析モデルによって明らかになったのは、

責任保険収入保険料が 1億元増加する度に、損害保険

収入保険料は 31.605 億元増加することを意味してい

る。つまり、責任保険市場の成長は損害保険市場全体

の発展に大きく寄与し、責任保険の重要性が増すと、

保険者の果たす役割も大きくなる。

3.2 責任保険市場の特徴と問題点

（1）責任保険市場規模と地域格差問題

地域経済格差の存在が、中国保険市場の発展に大き

く影響しており、責任保険市場にも同様な特徴がみら

れる。つまり、経済発展の著しい東部沿岸地域におけ

る責任保険市場の成長も著しい 11。これらの地域にお

いて、外資系保険会社の市場参入が活発である。責任

保険は、企業活動の拡大にともないそのニーズが顕在

化するため、他の保険市場と比べて、地域性がさらに

顕著である（図表 4参照）。また、責任保険市場にみ
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図表 2 損害保険と責任保険市場の相関関係図

出典：『中国保険年鑑』各年度版により、筆者作成。

図表 3 回帰分析

出典：『中国保険年鑑』各年度版により、筆者作成。



られる地域格差は、人口規模とあまり関連がなく、地

域の経済成長性との相関性が非常に強い 12。

（2）責任保険市場の寡占化問題

責任保険市場の主要プレーヤーは、中国資本の大手

損害保険会社に集中しており、責任保険市場の寡占化

が進んでいる。たとえば、2013 年度中国損害保険最

大手の中国人民財産保険グループの責任保険収入保険

料総額は約 84.4 億元であり、責任保険市場全体にお

けるシェアが約 39％に達している。さらに、市場シェ

ア 2位の太平洋保険グループは約 13％、第 3位の平

安保険グループは約 12％を占めている 13。つまり、損

害保険 3 大手は、責任保険市場全体の約 64％を寡占

している。外資系保険会社は、特定の地域において、

市場占有率を伸ばしている。それは、いうまでもなく、

東部沿岸地域に集中した市場競争である。その要因と

して、責任保険分野におけるリスク分散ツールのコス

トが高く、責任保険事業展開の全体的なコストが依然

高いことが考えられる。とくに、責任保険から再保険

市場へのリスク移転とリスク分散システムの形成が課

題となっている。

（3）責任保険商品のリスク細分化問題

中国の責任保険市場では、次の 3つの責任保険が主

力商品となっている。1つ目は、使用者責任保険（任

意自動車保険）である 14。2つ目は、いわゆる一般賠

償責任保険である。3つ目は、製造物賠償責任保険で

ある。近年中国資本の新規市場参入による商品競争が

激しくなり、責任保険分野の商品細分化が進んでいる。

従来の一般賠償責任保険から一般施設の失火責任のみ

を担保する賠償責任保険、教育施設専用の賠償責任保

険、ホテル・旅館業向け賠償責任保険、特殊な什器・

機器を対象とした賠償責任保険など、リスク細分化に

よる商品戦略が功を奏し、賠償責任保険市場はより活

発化されていくと考えられる。しかし、被保険者の多

様化したニーズに応えられる新しい商品開発が進んで

いるものの、責任保険の利用インセンティブが依然低

い。その結果、保険加入率が非常に低いため、保険会

社は引受技術および商品の改善を基に、より多くの潜

在的被保険者を獲得するための市場戦略が求められる。

このような状況下で、再保険の需要が増加した。とく

に、国内の元受保険会社が新たな保険商品設計を行う

際には、保険約款の制定、保険料の設定、アンダーラ

イティング、リスク管理、事故処理などに関して国際

的な再保険パートナーからの強力な技術的支援を必要

とすることが多い。とくに保険会社が複雑な商品を開

発する場合には、グローバルな再保険会社の技術的支

援を求めることを保険監督管理委員会も奨励している。

これは責任保険市場で引き受けた巨額の賠償責任リス

クを再保険市場で分散することができるうえ、再保険

会社と元受保険会社がお互いに付加価値を提供できる

分野である。

4. 中国の責任保険市場の成長過程における諸課題

4.1 責任保険加入の阻害要因

（1）経済環境の制約要因

中国における責任保険の普及が経済発展の度合いに

合わせた形で大きな進展を見せないのは、やはり責任

保険の重要性に対する認識の低さがもっとも重要な原

因である。まず、企業の責任保険ニーズが依然低い。

次に、個人の責任保険に対する認識が低い。その背景

に、法制度の整備の遅れや国民性が大きく影響してい

る。中国社会が訴訟を好まないため、社会全体の責任

保険に対する需要が低い原因といえる。民事裁判や損

害賠償請求裁判などの被害者自身の法的意識、つまり

法によって自分自身の利益を自分で守るという意識が

依然低い。また、社会保険による相殺効果も責任保険

の普及を制約する 1つの要因になっていると考えられ

る15。

（2）責任保険市場の需給不均衡要因
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出典：『中国保険年鑑 2014年版』より、筆者作成。



責任保険市場において、供給者側にしても需要者側

にしても、制度上の欠陥が存在しているため、供給不

足と需要不足が同時に存在している状況にある。保険

会社による、責任保険の認知度を高めるための市場開

拓が不十分である。また、市場経済システムによる資

源配分がうまく機能しない側面が存在し、災害事故や

賠償訴訟をめぐり、往々政府が煩雑な事後処理等に介

入することによって、最終的な責任を取る形になるケー

スも少なくない 16。つまり、今後対処すべき課題は、

低い需要と高い契約獲得コストのジレンマを解消する

ことである。また、企業のコスト意識を改革するとと

もに、責任保険に加入することで損害防止義務を怠る

ことにより発生するモラルリスクへの対処策も必要で

ある 17。

（3）法制度の未整備要因

健全な法システムは、大量生産過程における責任負

担転移のニーズの基礎である。責任保険は、民事賠償

責任制度の目的達成にあたって重要であり、民事賠償

責任制度の発展を促進しているといえる。また、責任

保険は民事賠償責任制度の補完的役割を果たす一方で、

制度改善も期待できる 18。一方で、現行の法制度の施

行プロセスにおける人為的操作が増える場合、法制度

の厳格性と公平性を歪めてしまう恐れがある。また、

個人の法令遵守意識の低さが、社会システムの健全化

にマイナスの影響を与えることとなる。つまり、法に

よって自分の合法的利益を守るという認識より、地縁・

血縁をベースとした家族主義が凌駕することとなる。

（4）加入者のモラルリスク

責任保険に加入する目的は、将来自分自身の不法行

為によって生じるうる賠償責任のリスクを保険会社に

転嫁し、保険保護を得ることである。それは、責任保

険利用者の合理的な行動であり、リスク回避的な潜在

的保険消費者が積極的に加入するであろう。しかし、

責任保険に加入することで、事故防止義務を怠る場合、

保険会社にとって支払いリスクが高まることを意味し、

最悪の場合保険金支払い不能に陥り、経営が行き詰ま

ることもありうる。また、保険金を目当てに、意図的

に保険事故を起こしたり、あるいは違法行為を行った

場合、保険経営にとって、さらなる危険性を孕むこと

となる。現在の中国では、責任保険市場の規模が小さ

く、責任保険引き受けによる保険利益がまだそれほど

見込まれない実情のなかで、各種制度の不備や保険意

識の低さから、加入者のモラルリスクが顕著であると

いえる 19。

4.2 責任保険の普及にむけて

（1）法制度の整備と経営環境の改善

責任保険の普及を急速に進めるために、国民の生命

や財産の安全に密接に関係する業種、社会環境の保護

と密接に関係する職業などに対して、強制責任保険制

度の導入を検討することを視野に入れることを通じて、

社会全体に向けて広く責任保険の重要性と必要性を認

知してもらうことが肝心である。とくに巨大リスクの

ような未曾有の被害が発生することを想定する必要が

ある。初期段階における強制加入制度による責任リス

クの引き受けの強化によって、社会における賠償責任

リスクを移転する経済的手段として、潜在的ニーズの

顕在化を図っていくことが今後の責任保険の普及につ

ながることを期待できる。

（2）責任保険の引き受けキャパシティーの拡大とリス

ク管理の強化

中国の賠償責任に関する法制度は未熟であり、とく

に曖昧な法規定や比較的低い賠償限度額の法定により、

企業の賠償責任保険の利用インセンティブが低い。結

果的に、急速な経済成長や規模拡大にも関わらず、責

任保険分野の飛躍的な普及がみられない実態となって

いる。それは、一般の消費者が適切な賠償金を得られ

なかったことも意味しており、消費者利益が侵害され

ている側面も露呈されているといえる。保険会社は、

責任保険を引き受けるにはコストをともなうことであ

り、市場経済システムにおける利益を追求する主体で

もあるため、いかにリスク管理をし、保険利潤を得ら

れるかが問われる。

（3）政府支援の必要性

現在、政府主導の責任保険市場の推進政策が期待さ

れている。「政府が指導し市場が主導して発展する」

という原則の下で、政府は賠償責任保険の推進と発展

に決定的な役割を果たしている。たとえば、近年急速

に発展した教育施設賠償責任保険、さまざまな行政レ

ベルの政府や教育当局からの強い後押しによって脚光

を浴び、一部の都市では普及率 100％に達した。比較

的裕福な地方自治体政府の中には、保険料を 100％政

府が負担しているところさえある。また、条例等によ

り「強制保険化」して学校が教育賠償責任保険に加入

するよう義務づけている地方政府もある。急速な進展

が見られるもう一つの分野は、安全生産監督管理総局

（SAWS）が強力に支援する、高リスク産業（化学、花

火など）の製造安全責任保険である。現地の SAWS

は、非順守企業に対する操業許可の留保のような行政

措置を利用して、監督下にある企業が特定の現地元受
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保険会社で構成された保険プールから製造安全責任保

険を購入するようにしている。このように、これらの

商品が急速に発展した背景には、主に以下のような強

力な政府支援が挙げられる。つまり、①地方レベルで

の強制保険化、②地方自治体による保険料の支払い、

③企業の保険加入を促進する奨励金、④行政措置によ

る準強制保険化がある程度功を奏したといえる。しか

し、市場経済において、やはり保険会社の積極的なマー

ケティング戦略が求められる。

5. おわりに

責任保険は、被保険者の賠償責任リスクの移転を通

して、第三者である被害者の救済や経済活動の維持・

継続に大きな役割を果たしている。責任保険が経済的・

社会的機能を果たすことで、一般消費者の利益が保障

され、生産システムにおける安全生産の維持と社会の

安定に大きく寄与する。本稿では、中国の責任保険市

場の現状とその発展プロセスにおける諸課題を明らか

にすることを試みた。中国の責任保険の市場規模は依

然小さく、潜在的な需要を十分に掘り起こすための市

場開拓が実現されていないことを明らかにした。しか

し、社会・経済環境の成熟にともなって、責任保険需

要の高まりが予想されるため、法的環境の整備や保険

会社のリスク引き受け能力の向上が喫緊の課題となっ

ている。

責任保険は経済の安定に大きく寄与し、社会全体の

再生産システムにとって重要な意義を持っている。そ

れは、迅速な経済的補償の実現であり、賠償責任事故

の発生による国民生活への影響をある程度防ぐことが

でき、社会危機の発生を未然に防止することが容易で

あるからである。また、社会的訴訟コストの低減にも

寄与し、行政の事故処理にともなうロスを最低限にと

どめることが可能となってくる 20。このような好循環

が生まれることによって、公正な市場競争環境を確保

することができて、民間経済の発展を促進することが

期待できる 21。

1 民法第 709条に規定する「不法行為責任」とは、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護

される利益を侵害した者は、これによって生じた

損害を賠償する責任を負うことを指している。な

お、賠償責任保険では「故意」による損害には保

険金は支払われないため、民法第 709条に規定す

る責任で保険の対象となっているのは、「過失」

による損害に限定される。

2 近藤ほか（2000）は、ネットワーク上で使用者責

任と監督過失が問題となる例を挙げ、それぞれの

法的責任を根拠づける理論を整理し、ネット社会

に存在する一般的リスクの発生によるトラブルの

特質を示している。

3 責任保険は、さまざまな保険事故による賠償責任

をカバーできるオプションとして、特約の形で保

険利用者が選択できる仕組みとなっている。リス

クの複雑化・社会化の解決手段として、重要な機

能を果たしている。

4 堀田（1990a）p. 29。

5 社会的コストは、経済学における費用概念の一つ

である。 市場経済において内部化されていない

公害、環境破壊等により社会全体あるいは第三者

が被る損失＝負担させられる費用（外部不経済）

のことをいう。ここでは、責任保険が存在しない

場合に発生した被害者救済を第三者が負担する

（つまり国民全体による税負担）ことを指してい

る。

6 堀田（1990a）は、「責任保険が他の保険と異な

る特徴は、被保険者とは別の第三者たる被害者が

存在することである・・・責任保険が被保険者の

負うべき損害賠償を担保することを目的とする以

上、賠償責任ルールの選択から影響を受けること

になる」と指摘している。p. 34。なお、李（2014）

は、責任保険と他の保険商品との相違点につい次

の 4つの側面から指摘している。つまり、①保険

の被保険利益、②保険の対象、③賠償責任の履行

目的、④保険金支払いの理由。p. 395。

7 堀田（1990a）は、「責任保険は社会的には、事

故費用を制度内に集積（内部化）しさらに分散す

るルートを提供するのであるが、それがいかなる

経済的機能を有するものであるのか、社会的自己

費用の内部化を責任保険を通じて達成するとはど

ういうことであるのかは、保険の社会的機能を論

ずるうえで重要な意味を持つ。責任保険は、予め

確定した保険料を支払うことによって、加害者が

負うべき発生不確実な事故損害にたいして保険金

の形で被害者に填補する」と指摘している。p. 18。

8 堀田（1990b）pp. 56～57。

9 堀田（1989）は、責任保険の効果を次のように述

べている。①個人的責任の社会化、②社会的費用

の内部化及び分散、③社会的危険の費用化、④損

害の公平な分担、⑤被害者の損害賠償の適正化・

高額化、⑥賠償意識の高揚。pp. 29 49。
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10 中国における自動車保険が急速に普及した要因は、

①地域別強制責任保険の存在。②保険会社の販売

努力。③自動車事故強制責任保険制度の施行によ

る加入被害者救済システムの確立。詳細は、塔林

図雅（2009）および（2011）を参照されたい。

11 中国保険市場における地域格差について、塔林図

雅（2010）を参照。

12 趙（2005）pp. 96 100。

13 統計データは、『中国保険年鑑 2014年版』を参

照。

14 2006 年に発足した自動車強制責任保険制度は、

自動車の個人所有者が急速に増加することにとも

なって、加入率が急上昇した。しかし、これはあ

くまで強制加入の保険であるため、任意加入の使

用者責任保険商品の多様化を図ることが求められ

ている。

15 江ほか（2004）pp. 89 95。

16 関（2009）pp. 65 66。

17 江ほか（2004）pp. 89 95。

18 林（2008）pp. 53 56。

19 範（2012）pp. 86 87。

20 謝（2004）pp. 16 17。

21 郭（2007）pp. 18 22。
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Characteristics of Liability Insurance in China and
Some Problems Associated with It

―Paying Attention to Socioeconomic Function of Liability Insurance―

Faculty of Liberal Arts Department of Life Planning
Emi KANDA

Abstract

This paper, will look at the socioeconomic function of liability insurance, focus on the liability insurance
market（L.I.M）in China. By paying attention to the structure of liability insurance from a general view
point, through the consideration to its socioeconomic function, the necessity and importance of liability in-
surance in the present day economic system is recognized anew. The characteristics and problems of the L.I.M
in the process of developing the L.I.M are revealed after the survey of its present condition in China. As
a result of the analysis, it revealed the following. Although the scale of market is, as a whole, small and the
oligopoly of the market is also severe, regional differences are so great that entry of insurance firms under
foreign control into the market in China is concentrated in the eastern coastal area. As a result, the legislation
by government, federal or municipal, goes behind and understanding of insurance by individual and business
is very slow. At the end of the paper, in order to popularize liability insurance in China, some suggestions
about above-mentioned problems are made.

Keywords: liability Insurance, Economic Function, Social Function, Insurance Market in China, Understand-
ing of Liability Insurance


